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区区分分所所有有法法等等//共共用用部部分分 
 

〔問 １〕 共用部分に関する次の記述のうち、区分所有法に「規約で別段の定めをする

ことを妨げない。」と規定されているものはどれか。 

 

１ 各共有者は、共用部分をその用方に従って使用することができる。 

 

２ 共用部分の算定をする際の専有部分の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲ま

れた部分の水平投影面積による。 

 

３ 共用部分の持分は、その有する専有部分の処分に従う。 

 

４ 共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部

分の所有者の承諾を得なければならない。 
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問問  １１  区区分分所所有有法法等等//共共用用部部分分  正正解解  22  

 

１ 規定されていない  共用部分の各共有者は、共用部分をその用方に従って使用する

ことができる（区分所有法 13 条）。この点につき、規約で別段の定めをすること

を妨げないとの規定はない。 

参考 20 合格テキスト➊p213５① 

 

２ 規定されている  共用部分の共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合

による（区分所有法 14 条 1 項）。この専有部分の床面積は、壁その他の区画の内

側線で囲まれた部分の水平投影面積による（同条 3項）。もっとも、この点につき、

規約で別段の定めをすることを妨げない（同条 4 項）。 

参考 20 合格テキスト➊p210４② 

 

３ 規定されていない  共用部分の共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従う

（区分所有法 15 条 1 項）。この点につき、規約で別段の定めをすることを妨げな

いとの規定はない。 

参考 20 合格テキスト➊p222１① 

 
４ 規定されていない  共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきと

きは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない（区分所有法17条2項）。

この点につき、規約で別段の定めをすることを妨げないとの規定はない。 

参考 20 合格テキスト➊p234２② 


